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クロッキー・グローバルセクター・

ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金

額】

１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成22年９月10日付をもって提出した有価証券届出書

（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項のうち、

「第二部　ファンド情報」および「第三部　委託会社等の情報」に訂正すべき事項がありますので、

これを訂正するものです。

Ⅱ【訂正の内容】

（1）　原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に

訂正します。

           部分は、訂正部分を示します。

（2）　原届出書の「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」について、該当箇所を

更新します。

（3）　原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」ならびに「同２　

ファンドの現況」を更新します。

（4）　原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」

について、以下に記載した内容のとおり原届出書を更新するとともに、原届出書の財務諸表の末

尾に、第51期中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）にかかる中間監査報

告書ならびに中間財務諸表の内容を追加します。
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第二部　【ファンド情報】

第１　【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ｂ．ファンドの特色

＜訂正前＞

（略）

◆クロッキー・グローバルセクター指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組み
のユーロ円債（発行体：ドイツ銀行ＡＧロンドン）を高位に組み入れる運用を行
います。

◆ユーロ円債の発行体が債務不履行（デフォルト）となった場合は、償還金の支払
いが遅延もしくは行われない可能性があります。

（略）

（略）

クロッキー・グローバルセクター指数の構築プロセス＜2010年７月末現在＞

（略）

＜参考＞

（略）

パート9

現在のウェイトと日次対象指数値
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2010年8月31日現在の日次対象指数値は10,353.22である。

対象指数は1996年2月1日から2005年3月30日（を含む）まで一定の前提に基づいて遡及的に計算され

ている。

2010年8月31日現在の対象指数構成銘柄と各銘柄のウェイトは以下のとおりである。

銘　　柄 ウェイト 国

キリンホールディングス 32.497683 日本

ＪＴ 0.141605 日本

花王 18.855311 日本

武田薬品工業 9.778064 日本

アステラス製薬 13.180723 日本

エーザイ 12.826614 日本

ＪＸホールディングス 82.281367 日本

アーチャー・タ゛ニエルス゛・ミット゛ラント゛ 14.754212 米国

アホルド 35.391439 オランダ

アムジェン 8.367532 米国

アパッチ 4.880985 米国

バイオジェン・アイデック 8.016664 米国

フ゛リストル・マイヤース゛・スクイフ゛ 17.241319 米国

コナグラ・フーズ 20.483809 米国

コノコ・フィリップス 8.175782 米国

シェブロン 5.881385 米国

エスティ ローダー 7.716312 米国

ＥＮＩ(イタリア炭化水素公社) 21.976230 イタリア

ギリアド・サイエンシズ 13.421264 米国

ヘス 8.565253 米国

ザ コカ・コーラカンパニー 8.114288 米国

イーライリリー・アント゛・カンハ゜ニー 13.027656 米国

マラソン・オイル 13.924458 米国

ナショナル・オイルウエル・ハ゛ーコ 11.459329 米国

ファイザー 28.142973 米国

レイノルズ・アメリカン 7.837777 米国

サノフィ・アべンティス 7.726846 フランス

サラ・リー 30.348417 米国

トタル 9.036112 フランス

エクソンモービル 7.532866 米国

（略）

＜訂正後＞

（略）

◆クロッキー・グローバルセクター指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組み
のユーロ円債（発行体：ドイツ銀行ＡＧロンドン）を高位に組み入れる運用を行
います。
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※上記の発行体の信用格付けを付与しているS&P（スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ）ならびに

ムーディーズ（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）は、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登

録を受けておりません。

◆ユーロ円債の発行体が債務不履行（デフォルト）となった場合は、償還金の支払
いが遅延もしくは行われない可能性があります。

（略）

（略）

クロッキー・グローバルセクター指数の構築プロセス＜2011年１月末現在＞

（略）

＜参考＞

（略）

パート9

現在のウェイトと日次対象指数値

2011年１月31日現在の日次対象指数値は12,100.43である。

対象指数は1996年2月1日から2005年3月30日（を含む）まで一定の前提に基づいて遡及的に計算され

ている。

2011年１月31日現在の対象指数構成銘柄と各銘柄のウェイトは以下のとおりである。

銘　　　柄 ウェイト 国

武田薬品工業 11.359267 日本
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アステラス製薬 14.343788 日本

エーザイ 15.324768 日本

第一三共 25.60517 日本

ＪＸホールディングス 77.6543 日本

旭硝子 46.480386 日本

住友電気工業 37.315239 日本

大日本印刷 39.130751 日本

三井物産 30.997587 日本

住友商事 36.351488 日本

アムジェン 9.631922 米国

アパッチ 4.419608 米国

バイオジェン・アイデック 8.28543 米国

コノコ・フィリップス 8.098375 米国

シェブロン 5.903269 米国

ＥＮＩ(イタリア炭化水素公社) 23.336165イタリア

ゼネラル・ダイナミックス 7.552317 米国

ゼネラル・エレクトリック 29.941457 米国

ギリアド・サイエンシズ 14.386026 米国

ヘス 6.817725 米国

イーライリリー・アンド・カンパニー 15.83916 米国

ロッキード・マーチン 7.067047 米国

マラソン・オイル 13.051769 米国

ナショナル・オイルウェル・バーコ 8.040242 米国

ファイザー 29.9578 米国

フィリップス・エレクトロニクス 16.602015オランダ

レイセオン 10.717182 米国

サノフィ・アべンティス 8.013187フランス

トタル 9.63861フランス

エクソンモービル 7.014659 米国

（略）

（3）【ファンドの仕組み】

ｂ．委託会社の概況

＜訂正前＞

（イ）資本金の額

現在の資本金の額 45億2,430万円

会社が発行する株式総数 3,000,000株

発行済株式総数 1,823,250株

＜訂正後＞

（イ）資本金の額（平成23年１月末現在）

資本金の額 45億2,430万円

会社が発行する株式総数 3,000,000株

発行済株式総数 1,823,250株
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（ハ）大株主の状況

＜訂正前＞

（本書提出日現在）

株　主　名 住　所 持　株　数 持株比率

みずほ証券株式会社

株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサル

ティング

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

東京都千代田区大手町１－５－１

東京都中央区日本橋１－17－10

東京都千代田区内幸町１－１－５

東京都千代田区丸の内１－３－３

1,393,462株

120,000

91,086

91,029

76.42％

6.58

4.99

4.99

＜訂正後＞

（平成23年１月末現在）

株　主　名 住　所 持　株　数 持株比率

みずほ証券株式会社

株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサル

ティング

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

東京都千代田区大手町１－５－１

東京都中央区日本橋１－17－10

東京都千代田区内幸町１－１－５

東京都千代田区丸の内１－３－３

1,396,362株

122,000

91,086

91,029

76.58％

6.69

4.99

4.99

２【投資方針】

（3）【運用体制】

ａ．当ファンドの運用体制

＜訂正前＞

（略）

※平成22年９月10日現在、コンプライアンスオフィサーは１名、コンプライアンス部は12名です。人

員は今後変更になることがあります。

（略）

＜訂正後＞

（略）

※平成23年３月９日現在、コンプライアンスオフィサーは１名、コンプライアンス部は12名です。人

員は今後変更になることがあります。

（略）

５【運用状況】

＜更新後＞

（1）【投資状況】

(平成23年１月31日現在)

分　類 資産の種類 国・地域 金　　額 評価方法 投資比率

普通 円 ％

有価証券 公社債券 社債券
社債券 ドイツ 6,766,903,000時価 99.3

円 ％

小　計 6,766,903,000－ 99.3
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その他 円負債控除後の ％

資産 コール・ローン等 日　本 48,865,742取得価額 0.7

円 ％

－ 純資産総額 6,815,768,742－ 100.0

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（平成23年１月31日現在）

順

位
銘　　　柄　　　名

国・

地域
種　類 額面（円）

帳　簿　価　額 評　　価　　額
利率

（％）
償還期限

投資

比率

（％）

単価

（円）

金　額

（円）

単価

（円）

金　額

（円）

1
ドイツ銀行クロッキーセクター

Ⅱインデックス連動債Ｚ
ドイツ 社債券 8,690,000,00073.836,415,827,00077.876,766,903,0000.00002012.06.0699.28

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。なお、投資比率は小数第３位

以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。以下同じ。

種類別投資比率　（平成23年１月31日現在）

種　　　　　類 投資比率（％）

社　　債　　券 99.28

合　　　　　計 99.28

株式業種別投資比率（平成23年１月31日現在）

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

（単位：円）

純資産総額

(分配落ち)

純資産総額

(分配付き)

基準価額

(分配落ち)

基準価額

(分配付き)

第1期計算期間末 40,810,385,11540,810,385,1159,226 9,226

第2期計算期間末 23,391,127,13923,391,127,1398,444 8,444

第3期計算期間末 9,492,431,8859,492,431,8854,728 4,728

第4期計算期間末 10,130,184,89310,130,184,8936,274 6,274

第5期計算期間末 8,572,333,2088,572,333,2086,739 6,739

第6期計算期間末 6,921,064,9386,921,064,9386,478 6,478

第7期計算期間末

(平成22年12月10日)
6,638,207,7976,638,207,7977,186 7,186

平成22年1月末日 8,426,076,443 － 6,918 －
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平成22年2月末日 8,126,610,424 － 6,813 －

平成22年3月末日 8,507,273,386 － 7,423 －

平成22年4月末日 7,962,802,624 － 7,304 －

平成22年5月末日 7,001,221,406 － 6,527 －

平成22年6月末日 6,624,776,475 － 6,284 －

平成22年7月末日 6,783,626,282 － 6,606 －

平成22年8月末日 6,308,110,599 － 6,306 －

平成22年9月末日 6,582,274,853 － 6,687 －

平成22年10月末日 6,460,055,931 － 6,807 －

平成22年11月末日 6,493,878,402 － 6,984 －

平成22年12月末日 6,622,875,805 － 7,250 －

平成23年1月末日 6,815,768,742 － 7,569 －

（注）基準価額は１万口当たりの純資産額です。

②【分配の推移】

決算期 1万口当たりの分配金

第1期計算期間

(平成19年12月10日)
0円

第2期計算期間

(平成20年6月10日)
0円

第3期計算期間

(平成20年12月10日)
0円

第4期計算期間

(平成21年6月10日)
0円

第5期計算期間

(平成21年12月10日)
0円

第6期計算期間

(平成22年6月10日)
0円

第7期計算期間

(平成22年12月10日)
0円

③【収益率の推移】

決算期 収益率

第1期計算期間

(平成19年12月10日)
△7.7％

第2期計算期間

(平成20年6月10日)
△8.5％

第3期計算期間

(平成20年12月10日)
△44.0％

第4期計算期間

(平成21年6月10日)
32.7％

第5期計算期間

(平成21年12月10日)
7.4％

第6期計算期間

(平成22年6月10日)
△3.9％

EDINET提出書類

新光投信株式会社(E12432)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 9/36



第7期計算期間

(平成22年12月10日)
10.9％

（注１）収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を基準とした、各計

算期間末の基準価額（分配付き）の上昇（または下落）率をいいます。なお、第１期計算期

間の収益率は、１万口当たりの当初元本を基準に算出しています。

（注２）収益率は小数第２位を四捨五入しています。

（4）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定口数 解約口数

第1期計算期間 45,992,714,329口 1,757,360,226口 

第2期計算期間 582,741,640口17,117,025,800口

第3期計算期間 52,075,986口7,677,537,147口

第4期計算期間 873,699,495口4,802,708,767口

第5期計算期間 17,500,985口3,444,511,602口

第6期計算期間 5,575,364口2,041,611,534口

第7期計算期間 0口 1,446,368,840口

（注）第１期計算期間の設定口数には、当初申込期間の販売口数を含みます。

＜参考情報＞
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原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」ならびに「同２　ファ

ンドの現況」を更新します。

＜更新後＞
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第３　【ファンドの経理状況】

（1）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定によ

り、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成し

ております。

　なお、財務諸表等規則は、平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、

第6期計算期間（平成21年12月11日から平成22年6月10日まで）については改正前の財務諸

表等規則に基づき作成しており、第7期計算期間（平成22年6月11日から平成22年12月10日ま

で）については同内閣府令附則第3条1項1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。

　また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（2）　当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

（3）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成21年

12月11日から平成22年6月10日まで）及び第7期計算期間（平成22年6月11日から平成22年12

月10日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
クロッキー・グローバルセクター・ファンド　財務諸表
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

第6期
(平成22年 6月10日現在)

第7期
(平成22年12月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 88,354,007 82,051,433

社債券 6,868,051,000 6,585,636,000

未収入金 26,373,000 36,677,000

未収利息 166 132

その他未収収益 － 1,833,118

流動資産合計 6,982,778,173 6,706,197,683

資産合計 6,982,778,173 6,706,197,683

負債の部

流動負債

未払解約金 22,617,777 36,274,354

未払受託者報酬 2,155,239 1,749,937

未払委託者報酬 36,639,011 29,748,862

その他未払費用 301,208 216,733

流動負債合計 61,713,235 67,989,886

負債合計 61,713,235 67,989,886

純資産の部

元本等

元本 10,683,552,723 9,237,183,883

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,762,487,785 △2,598,976,086

（分配準備積立金） 4,123,224 5,565,643

元本等合計 6,921,064,938 6,638,207,797

純資産合計 6,921,064,938 6,638,207,797

負債純資産合計 6,982,778,173 6,706,197,683
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（2）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第6期
自平成21年12月11日
至平成22年 6月10日

第7期
自平成22年 6月11日
至平成22年12月10日

営業収益

受取利息 21,251 18,524

有価証券売買等損益 △165,880,000 710,728,000

その他収益 2,054,891 1,833,118

営業収益合計 △163,803,858 712,579,642

営業費用

受託者報酬 2,155,239 1,749,937

委託者報酬 36,639,011 29,748,862

その他費用 301,208 216,733

営業費用合計 39,095,458 31,715,532

営業利益 △202,899,316 680,864,110

経常利益 △202,899,316 680,864,110

当期純利益 △202,899,316 680,864,110

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 76,541,211 26,971,440

期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,147,255,685 △3,762,487,785

剰余金増加額又は欠損金減少額 665,723,733 509,619,029

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

665,723,733 509,619,029

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,515,306 －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

1,515,306 －

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,762,487,785 △2,598,976,086
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（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　　　分
第6期

自 平成21年12月11日
至 平成22年 6月10日

第7期
自 平成22年 6月11日
至 平成22年12月10日

有価証券の評価基準及び
評価方法

社債券
個別法に基づき、原則として時価で評
価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売
気配は使用いたしません。）、価格情報会
社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）に基づい
て評価しております。

社債券
同左

（追加情報）

第6期
自 平成21年12月11日
至 平成22年 6月10日

第7期
自 平成22年 6月11日
至 平成22年12月10日

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び「金融
商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基
準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用しており
ます。

――――――――――

（貸借対照表に関する注記）

区　　　　　　分 第6期
［平成22年 6月10日現在］

第7期
［平成22年12月10日現在］

1.期首元本額 12,719,588,893円10,683,552,723円

期中追加設定元本額 5,575,364円 －円

期中一部解約元本額 2,041,611,534円 1,446,368,840円

2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その差
額は3,762,487,785円でありま
す。

　貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その差
額は2,598,976,086円でありま
す。

3.計算期間末日における受益権の総数 10,683,552,723口9,237,183,883口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区　　　分
第6期

自 平成21年12月11日
至 平成22年 6月10日

第7期
自 平成22年 6月11日
至 平成22年12月10日

分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当
等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（0円）、信託
約款に定める収益調整金（31,076円）及
び分配準備積立金（4,123,224円）より分
配対象収益は4,154,300円（1万口当たり
3.87円）でありますが、分配を行っており
ません。

計算期間末における費用控除後の配当
等収益（1,757,999円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
円）、信託約款に定める収益調整金
（26,865円）及び分配準備積立金
（3,807,644円）より分配対象収益は
5,592,508円（1万口当たり6.04円）であ
りますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区　　　分
第6期

自 平成21年12月11日
至 平成22年 6月10日

第7期
自 平成22年 6月11日
至 平成22年12月10日
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1.金融商品に対す
る取組方針

　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関
する法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを目
的としております。

同左

2.金融商品の内容
及びリスク

　当ファンドの投資している金融商品は、有
価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金
銭債務であります。
　当ファンドが投資している有価証券は、社
債券であり、金利変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクを有してお
ります。

同左

3.金融商品に係る
リスクの管理体
制

　コンプライアンス部門、運用企画部門にお
いて、投資対象の各種リスクのモニタリン
グ、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を
行っております。
　また、社内の委員会において、各種リスクの
評価、モニタリング結果の報告を行い、必要
に応じ運用部門へ改善指示を行います。
①市場リスク
　市場の変動率とファンドの基準価額の変動
率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析して
おります。
②信用リスク
　組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継
続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
　市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一
定期間における出来高や組入比率等を継続
的に測定すること等により分析しておりま
す。

同左

4.金融商品の時価
等に関する事項
についての補足
説明

　市場価額がない、又は市場価格を時価と見
なせない場合には、経営者により合理的に算
定された価額で評価する場合があります。

同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

　①貸借対照表計上額の時価との差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差

額はありません。

　②時価の算定方法

第6期
自 平成21年12月11日
至 平成22年 6月10日

第7期
自 平成22年 6月11日
至 平成22年12月10日

1.社債券
　　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に
記載しております。

1.社債券
同左

2.コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額
は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。

2.コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種　　類

第6期
［平成22年 6月10日現在］

第7期
［平成22年12月10日現在］

当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円）

当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円）

社 債 券 △245,769,000 677,920,000
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合　　計 △245,769,000 677,920,000

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

種　　　　類 第6期
［平成22年 6月10日現在］

第7期
［平成22年12月10日現在］

該当事項はありません。 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期
自 平成21年12月11日
至 平成22年 6月10日

第7期
自 平成22年 6月11日
至 平成22年12月10日

該当事項はありません。 同左

（1口当たり情報）

第6期
［平成22年 6月10日現在］

第7期
［平成22年12月10日現在］

1口当たり純資産額 0.6478円 0.7186円

（1万口当たり純資産額） （6,478円） （7,186円）

（4）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

種　類 銘　　　　　　　　柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

社債券 ドイツ銀行クロッキーセクターⅡインデックス連
動債Ｚ 8,920,000,0006,585,636,000

社　 債　 券　 小　 計 8,920,000,0006,585,636,000

有　価　証　券  合  計 8,920,000,0006,585,636,000

第2　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（平成23年1月31日現在）
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Ⅰ資産総額 6,846,498,877円

Ⅱ負債総額 30,730,135円

Ⅲ純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,815,768,742円

Ⅳ発行済口数 9,004,981,503口

Ⅴ1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 7,569円
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第三部　【委託会社等の情報】

第１　【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

ａ．資本金の額

現在の資本金の額 45億2,430万円

（略）

＜訂正後＞

ａ．資本金の額（平成23年１月末現在）

資本金の額 45億2,430万円

（略）

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運

用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

　平成22年７月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以

下のとおりです。

（平成22年７月30日現在）

種類 ファンド本数 純資産額（百万円）

総合計 174 1,734,381

株式投資信託（合計） 145 1,347,894

単位型 2 7,919

追加型 143 1,339,974

公社債投資信託（合計） 29 386,487

単位型 2 958

追加型 27 385,528

＜訂正後＞

　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

　平成23年１月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下

のとおりです。

（平成23年１月31日現在）

種類 ファンド本数 純資産額（百万円）

総合計 180 1,889,044

株式投資信託（合計） 151 1,472,690

単位型 2 7,589

追加型 149 1,465,100

公社債投資信託（合計） 29 416,353

単位型 2 893

追加型 27 415,460

３【委託会社等の経理状況】
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　原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につい

て、以下に記載した内容のとおり原届出書を更新するとともに、原届出書の財務諸表の末尾に、第51期

中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）にかかる中間監査報告書ならびに中間

財務諸表の内容を追加します。

＜追加後＞
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３【委託会社等の経理状況】

１．財務諸表の作成方法について

委託会社である新光投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規

則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に

より作成しております。

なお、第49期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については、改正前の財務諸表等

規則に基づき、第50期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正後の財務

諸表等規則に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

また、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第49期事業年度（平成20年4月1日から平成

21年3月31日まで）の財務諸表については、監査法人保森会計事務所により監査を受け、また、第50期事業

年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については、新日本有限責任監査法人によ

り監査を受けております。

第51期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責

任監査法人により中間監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第49期事業年度の財務諸表　監査法人保森会計事務所

第50期事業年度の財務諸表　新日本有限責任監査法人

３．連結財務諸表及び中間連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりません。

２．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

(単位：千円)

第51期中間会計期間末

（平成22年9月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,437,877

有価証券 3,910,761

貯蔵品 2,544

未収委託者報酬 1,359,722

繰延税金資産 119,644

その他 173,002

流動資産合計 12,003,552

固定資産

有形固定資産
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建物（純額） 27,694

器具・備品（純額） 43,345

リース資産（純額） 7,536

有形固定資産合計 ※1　　78,577

無形固定資産

ソフトウェア 51,099

その他 91

無形固定資産合計 51,191

投資その他の資産

投資有価証券 10,319,467

長期繰延税金資産 137,896

前払年金費用 445,234

長期性預金 300,000

その他 154,907

投資その他の資産合計 11,357,506

固定資産合計 11,487,274

資産合計 23,490,826

(単位：千円)

第51期中間会計期間末

（平成22年9月30日）

負債の部
流動負債
リース債務 13,842

未払金

未払収益分配金 1,049

未払償還金 53,261

未払手数料 728,493

その他未払金 67,136

未払金合計 849,940

未払法人税等 342,420

未払消費税等 48,621

賞与引当金 175,500

その他 96,508

流動負債合計 1,526,833

固定負債

長期リース債務 9,856

退職給付引当金 168,308

役員退職慰労引当金 80,458

執行役員退職慰労引当金 112,416

固定負債合計 371,040

負債合計 1,897,874

純資産の部
株主資本
資本金 4,524,300
資本剰余金
資本準備金 2,761,700
資本剰余金合計 2,761,700
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利益剰余金
利益準備金 360,493
その他利益剰余金
別途積立金 12,118,000
繰越利益剰余金 2,120,438
利益剰余金合計 14,598,932
自己株式 △6,074
株主資本合計 21,878,857
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △285,905
評価・換算差額等合計 △285,905
純資産合計 21,592,952
負債純資産合計 23,490,826

（２）中間損益計算書

(単位：千円)

第51期中間会計期間

（自　平成22年4月 1日

至　平成22年9月30日）

営業収益

委託者報酬 6,337,326

運用受託報酬 619

営業収益合計 6,337,946

営業費用及び一般管理費 ※1　　5,601,782

営業利益 736,164

営業外収益

受取配当金 25,291

有価証券利息 29,179

受取利息 10,746

時効成立分配金・償還金 9,194

その他 4,031

営業外収益合計 78,443

営業外費用

支払利息 608

時効成立後支払分配金・償還金 　　1,068

その他 19

営業外費用合計 1,696

経常利益 812,910

特別利益

投資有価証券売却益 130,625

特別利益合計 130,625

特別損失

固定資産除却損 6,108

特別損失合計 6,108

税引前中間純利益 937,426

法人税、住民税及び事業税 333,356

法人税等調整額 15,647

法人税等合計 349,003

中間純利益 588,423
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（３）中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第51期中間会計期間

（自　平成22年4月 1日

至　平成22年9月30日）

株主資本

資本金

前期末残高 4,524,300

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 4,524,300

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,761,700

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 2,761,700

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 360,493

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 360,493

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 12,118,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 12,118,000

繰越利益剰余金

前期末残高 2,024,119

当中間期変動額

剰余金の配当 △492,103

中間純利益 588,423

当中間期変動額合計 96,319

当中間期末残高 2,120,438

利益剰余金合計

前期末残高 14,502,612

当中間期変動額

剰余金の配当 △492,103

中間純利益 588,423

当中間期変動額合計 96,319

当中間期末残高 14,598,932
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(単位：千円)

第51期中間会計期間

（自　平成22年4月 1日

至　平成22年9月30日）

自己株式

前期末残高 △6,074

当中間期変動額

自己株式の取得 －

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 △6,074

株主資本合計

前期末残高 21,782,538

当中間期変動額

剰余金の配当 △492,103

中間純利益 588,423

自己株式の取得 －

当中間期変動額合計 96,319

当中間期末残高 21,878,857

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △107,742

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間

期変動額（純額）
△178,163

当中間期変動額合計 △178,163

当中間期末残高 △285,905

純資産合計

前期末残高 21,674,796

当中間期変動額

剰余金の配当 △492,103

中間純利益 588,423

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の当中間期

変動額（純額）
△178,163

当中間期変動額合計 △81,843

当中間期末残高 21,592,952

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項    目

第51期中間会計期間

      （自  平成22年4月1日

        至  平成22年9月30日）
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１．資産の評価基準及び評価方法

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

②関係会社株式

総平均法による原価法

③その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、総平均法により算

定）

時価のないもの

総平均法による原価法

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については、

定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物         8～47年

器具備品     2～20年

(2)無形固定資産

定額法。

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（5年）に基づく

定額法により償却しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定率法を採用しております。

項   目

第51期中間会計期間

      （自  平成22年4月1日

        至  平成22年9月30日）
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３．引当金の計上基準

４．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1)賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるた

め、支給見込額の当中間会計期間対応分を計

上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上しておりま

す。

過去勤務債務については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の年数（10年）

による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌期から費用

処理することとしております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、

規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計

上しております。

(4)執行役員退職慰労引当金

執行役員の退職慰労金の支払いに備えるた

め、規程に基づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によってお

り、控除対象外消費税等は、当中間会計期間の

費用として処理しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第51期中間会計期間

                          （自  平成22年4月1日

                            至  平成22年9月30日）
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（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成

20年3月31日）を適用しております。

なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響はありません。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項    目
第51期中間会計期間末

（平成22年9月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 480,560千円

（中間損益計算書関係）

項    目

第51期中間会計期間

      （自  平成22年4月1日

        至  平成22年9月30日）

※１．減価償却実施額 有形固定資産        13,969千円

無形固定資産        22,964千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第51期中間会計期間（自  平成22年4月1日  至  平成22年9月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,823,250 － － 1,823,250

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 643 － － 643

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議
株式の

種類

配当金の

総額(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成22年6月21日

定時株主総会

普通

株式
492,103 270平成22年3月31日平成22年6月22日

(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

EDINET提出書類

新光投信株式会社(E12432)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/36



（リース取引関係）

第51期中間会計期間

                          （自  平成22年4月1日

                            至  平成22年9月30日）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産

主として、投信システム設備としてのサーバー、ネットワーク機器他（器具備品）であり

ます。

(2)リース資産の減価償却方法

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「２．固定資産の減価償却方法(3)

リース資産」に記載のとおりであります。

（金融商品関係）

第51期中間会計期間末（平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）

２．参照）。

中間貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

(1) 現金及び預金 6,437,8776,437,877　　　　－

(2) 有価証券及び投資有価証券

満期保有目的債券

その他有価証券

4,932,057

8,971,897

4,959,590

8,971,897

27,532

－

(3) 未収委託者報酬 1,359,7221,359,722　　　　－

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所、債券は日本証券業協会発表の公社債店頭売買参考

統計値の価格、投資信託は基準価額によっております。

(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 中間貸借対照表計上額（千円）
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非上場株式 326,273

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「(2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

（有価証券関係）

第51期中間会計期間末（平成22年9月30日）

１．満期保有目的の債券

種類
中間貸借対照表

計上額(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

時価が中間貸借対照表計

上額を超えるもの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)社債 4,932,0574,959,59027,532

(3)その他 － － －

小計 4,932,0574,959,59027,532

時価が中間貸借対照表計

上額を超えないもの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)社債 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 4,932,0574,959,59027,532

２．関係会社株式

関係会社株式（中間貸借対照表計上額　77,100千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

種類
中間貸借対照表

計上額(千円)

取得原価

(千円)

差額

(千円)

(1)株式 47,297 45,457 1,840

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 1,216,7601,210,0116,748

③その他 － － －

(3)その他 709,928 659,90150,027

小計 1,973,9851,915,36958,616

(1)株式 － － －

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 503,950 504,057△107

③その他 － － －

(3)その他 6,493,9617,034,523△540,561

小計 6,997,9117,538,580△540,669

合計 8,971,8979,453,950△482,052

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額249,173千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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（デリバティブ取引関係）

第51期中間会計期間末（平成22年9月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（セグメント情報等）

セグメント情報

第51期中間会計期間（自  平成22年4月1日  至  平成22年9月30日）

当社は、資産運用業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

第51期中間会計期間（自  平成22年4月1日  至  平成22年9月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一である

ことから、製品及びサービスごとの売上高の記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）営業収益

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受

益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額は、中間貸借対照表の有形固定資産の金額と同一である

ことから、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益

者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

（追加情報）

　当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年3

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

　平成20年3月21日）を適用しております。

（１株当たり情報）

第51期中間会計期間

                          （自  平成22年4月1日

                            至  平成22年9月30日）

1株当たり純資産額             11,847円28銭

1株当たり中間純利益金額          322円84銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎
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項    目
第51期中間会計期間末

（平成22年9月30日）

純資産の部の合計額　　（千円） 21,592,952

普通株式に係る純資産額（千円） 21,592,952

普通株式の発行済株式数（千株） 1,823

普通株式の自己株式数　（千株） 0

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（千株） 1,822

（注）２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

項    目

第51期中間会計期間

(自 平成22年4月1日

至 平成22年9月30日)

中間純利益　　　　　　　（千円） 588,423

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 588,423

期中平均株式数　　　　　（千株） 1,822
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第２　【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

(1)株式会社りそな銀行（「受託者」）

ａ．資本金の額

平成22年７月末日現在、279,928百万円

（略）

(2)みずほ証券株式会社（「販売会社」）

ａ．資本金の額

平成22年７月末日現在、125,167百万円

（略）

＜訂正後＞

(1)株式会社りそな銀行（「受託者」）

ａ．資本金の額

平成23年１月末現在、279,928百万円

（略）

(2)みずほ証券株式会社（「販売会社」）

ａ．資本金の額

平成23年１月末現在、125,167百万円

（略）

３【資本関係】

＜訂正前＞

みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.4％を所有しています。

（略）

＜訂正後＞

みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.5％を所有しています。

（略）
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独立監査人の中間監査報告書

平成２２年１２月２８日

新　光　投　信　株　式　会　社

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士　　田　中　俊　之
業務執行社員

　
指定有限責任社員

公認会計士　　伊　藤　志　保
業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理の状況」に掲げられている新光投信株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３

１日までの第５１期事業年度の中間会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日まで）

に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書につ

いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析

的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、新光投信株式会社の平成２２年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日まで）の経営成績に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（※）上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社が別途保管しております。

EDINET提出書類

新光投信株式会社(E12432)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

34/36



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２３年１月２５日

新　光　投　信　株　式　会　社

取締役会　御中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 田　中　俊　之

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊　藤　志　保

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているクロッキー・グローバルセクター・ファンドの平成２２年６月
１１日から平成２２年１２月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ
り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ
とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含
んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、クロッキー・グローバルセクター・ファンドの平成２２年１２月１０日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
　新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２２年７月２７日

新　光　投　信　株　式　会　社

取締役会　御中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 田　中　俊　之

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊　藤　志　保

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているクロッキー・グローバルセクター・ファンドの平成２１年１２
月１１日から平成２２年６月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ
り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ
とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含
んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、クロッキー・グローバルセクター・ファンドの平成２２年６月１０日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
　新光投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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